
№ 付　　議　　事　　項

１ 報告第 ２ 号

２ 報告第 ３ 号
（４、５ページ参照）

３ 報告第 ４ 号
（５ページ参照）

４ 報告第 ５ 号

５ 報告第 ６ 号

６ 議案第 ４９ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　４８４，０００，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 川崎重工業株式会社　関西支社

＜ 工 事 内 容 ＞ 定期検査修理工事（廃棄物処理法等に基づく法定点検）

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和９年３月３１日まで

７ 議案第 ５０ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　４３６，７００，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 大伸開発株式会社

＜ 工 事 内 容 ＞ 鉄骨造　膜屋根　総延長１３３ｍ　通路屋根Ａ、Ｂ、Ｃ

土木一式、排水構造物工一式、縁石工一式、防護柵工一式

付帯工一式、配管工一式、舗装工一式、構造物撤去工一式

仮設工一式

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和９年３月１５日まで

８ 議案第 ５１ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　２１４，３９０，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 株式会社マニエラ

＜ 工 事 内 容 ＞ 北棟校舎

　鉄筋コンクリート造　地上４階　延べ面積３，３１４㎡

　外壁改修工事

　屋上改修工事　１，１０１㎡

　内部改修工事（普通教室、下足室、廊下）　床面積１，６６３㎡

　ＬＥＤ照明改修

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和９年３月５日まで

令和７年度高槻市水道事業会計予算の繰
り越し状況報告について

改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，８７７，１５３，１００円

ごみ処理施設第二・第三工場定期検査修
理工事請負契約締結について

ＪＲ高槻駅北地区上屋ほか整備工事請負
契約締結について

高槻市立如是小学校校舎改修工事請負契
約締結について

令和７年度高槻市一般会計繰越明許費繰
り越し状況報告について

防災設備等充実事業ほか１９事業　　　　　　　　７，９１２，７９７，０００円

令和７年度高槻市介護保険特別会計繰越
明許費繰り越し状況報告について

介護保険一般事務事業　　　　　　　　　　　　　　　１１３，４７９，０００円

令和７年度高槻市下水道等事業会計予算
の繰り越し状況報告について

下水道建設事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４９，０００，０００円

令和８年６月市議会定例会付議事項の主要内容
議案番号 主　　要　　内　　容

令和７年度高槻市一般会計継続費繰り越
し状況報告について

高槻城公園整備事業（北エリア）　　　　　　　　　　５４０，６０２，３８０円

小学校エレベーター設置事業　　　　　　　　　　　　１４２，１９９，９００円
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№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

９ 議案第 ５２ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　１５１，２５０，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 株式会社ハック

＜ 工 事 内 容 ＞ 中棟校舎

　鉄筋コンクリート造　地上４階　延べ面積３，０５２㎡

　外壁改修工事

　屋上改修工事　５６６㎡

　内部改修工事（普通教室、廊下）　床面積１，４４２㎡

　ＬＥＤ照明改修

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和９年３月５日まで

１０ 議案第 ５３ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　１４３，５５０，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 株式会社ハック

＜ 工 事 内 容 ＞ 南棟校舎

　鉄筋コンクリート造　地上４階　延べ面積２，２１８㎡

　外壁改修工事

　屋上改修工事　４７３㎡

　内部改修工事（普通教室、廊下）　床面積８１６㎡

　ＬＥＤ照明改修

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和９年３月５日まで

１１ 議案第 ５４ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　　６２，７００，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 株式会社国際電気　関西支店

＜ 契 約 概 要 ＞ 防災行政無線操作卓一式

＜ 納 期 ＞ 令和９年３月３１日まで

１２ 議案第 ５５ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　　５９，３７８，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 株式会社大塚商会　ＬＡ関西営業部

＜ 契 約 概 要 ＞ ノート型パソコン及びモニター３００台、ソフトウェア一式

＜ 納 期 ＞ 令和９年３月１９日まで

パソコン等購入契約締結について

高槻市立第四中学校校舎改修工事請負契
約締結について

高槻市立若松小学校校舎改修工事請負契
約締結について

防災行政無線操作卓一式購入契約締結に
ついて
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№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

１３ 議案第 ５６ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　１４１，５９０，０６４円

＜ 契 約 先 ＞ Ｓｋｙ株式会社

＜ 契 約 概 要 ＞ 電子黒板（７５インチ以上）５６２台

電子黒板（８６インチ以上）２台

＜ 納 期 ＞ 令和８年１２月２８日まで

１４ 議案第 ５７ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　　５８，０４０，７３０円

＜ 契 約 先 ＞ Ｓｋｙ株式会社

＜ 契 約 概 要 ＞ ノート型パソコン及びモニター２３０台、ソフトウェア一式

＜ 納 期 ＞ 令和８年１２月２８日まで

１５ 議案第 ５８ 号
（６、７ページ参照）

１６ 議案第 ５９ 号 ＜変更の要旨＞

１７ 議案第 ６０ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　　２３，３６５千円

＜補正後の総額＞ 　１５２，５１６，３２６千円

（８ページ参照）

１８ 議案第 ６１ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　　　　　　　０千円

＜補正後の総額＞ 　　　４，５０９，９２７千円

（８ページ参照）

１９ 議案第 ６２ 号 ＜ 項 目 ＞ 　　　　　＜　補　正　額　＞　　　　　　＜補正後の総額＞

資本的収入 　　　　　　　６，５００千円　　　　　２１７，９２６千円

資本的支出 　　　　　　　５，９５９千円　　　１，８１６，２５３千円

（８ページ参照）

※　その他

１　市長の専決処分事項の指定（条例の改正）に係る報告について

　　２　市長の専決処分事項の指定（損害賠償額の決定等）に係る報告について

令和８年度高槻市一般会計補正予算（第
２号）

令和８年度高槻市財産区会計補正予算
（第１号）

令和８年度高槻市水道事業会計補正予算
（第２号）

高槻市立小学校普通教室教材提示装置
（電子黒板等）購入契約締結について

高槻市立中学校教職員等端末機器購入契
約締結について

高槻市市税条例中一部改正について ＜令和８年６月市議会提出予定条例議案概要のとおり＞

大阪広域水道企業団の共同処理する事務
の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業
団規約の変更について

大阪広域水道企業団が共同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真
市に係る水道事業の経営に関する事務を追加すること並びにこれに伴
う大阪広域水道企業団規約の変更について、関係市町村と協議するも
の。
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※所管部課名は、平成29年度時点の名称

1
危機管理本部
危機管理室

防災設備等充実事業 34,821 千円
大阪府防災行政無線設備の整備について、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したも
の。また、災害用マンホールトイレについて、国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度
内に完了できなかったため、繰越したもの。

2
歴史にぎわい部
歴史文化財室

芥川城跡整備事業 2,035 千円
用地取得に係る境界確定に時間を要し、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したも
の。

3
総務部
市民課

住民基本台帳事務事業 22,939 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

4
健康福祉部
長寿介護課

高齢者福祉施設整備等補助事業 211,963 千円
補助対象事業者が、入札不落等により当初計画と比べて着工に遅れが生じ、年度内に完了でき
なかったため、繰越したもの。

5
健康福祉部
長寿介護課

グラウンド・ゴルフ場整備事業 342,475 千円 五領受水場浄水処理施設解体工事費用の支払時期の関係から、繰越したもの。

6
健康福祉部
生活福祉総務課

中国残留邦人等自立支援事業 1,520 千円
事業の性質上、最高裁判決への対応を踏まえた支援給付費の追加給付が４月以降になる事業費
について、繰越したもの。

7
子ども未来部
子ども政策課

物価高対応子育て応援手当給付事
業

163,385 千円 事業の性質上、給付金の支給が４月以降になる事業費について、繰越したもの。

8
子ども未来部
保育幼稚園総務課

認定こども園整備事業 117,907 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

9
健康福祉部
生活福祉総務課

生活保護総務管理事業 103,311 千円
事業の性質上、最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付が４月以降になる事業費に
ついて、繰越したもの。

10
健康福祉部
生活福祉総務課

生活保護扶助事業 615,387 千円
事業の性質上、最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付が４月以降になる事業費に
ついて、繰越したもの。

11
歴史にぎわい部
産業振興課

プレミアム付商品券事業 4,092,985 千円 事業の性質上、年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

12
都市創造部
公園課

公園整備事業 59,700 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

繰越明許費
繰　越　額

令和７年度一般会計繰越明許費 事業別明細

所 管 部 課 事 業 名 理　　　由
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繰越明許費
繰　越　額

所 管 部 課 事 業 名 理　　　由

13
教育委員会
保健給食課

保健給食課一般管理事業 46,013 千円
就学システムの標準準拠システムへの移行時期延期に伴い、事業を年度内に完了できなかった
ため、繰越したもの。

14
教育委員会
教職員課

教職員指導事業 9,456 千円
就学システムの標準準拠システムへの移行時期延期に伴い、校務支援システムの連携対応につ
いて、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

15
教育委員会
学校安全課

小学校校舎改修事業 913,900 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

16
教育委員会
学校安全課

小学校エレベーター設置事業 11,000 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

17
教育委員会
学校安全課

小学校トイレ整備事業 305,000 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

18
教育委員会
学校安全課

中学校校舎改修事業 276,000 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

19
教育委員会
学校安全課

中学校エレベーター設置事業 50,000 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

20
教育委員会
学校安全課

中学校トイレ整備事業 533,000 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

合計 7,912,797 千円

※所管部課名は、平成29年度時点の名称

1
健康福祉部
長寿介護課

介護保険一般事務事業 113,479 千円
介護保険システムの標準準拠システムへの移行時期延期に伴い、事業を年度内に完了できな
かったため、繰越したもの。

合計 113,479 千円

所 管 部 課 事 業 名
繰越明許費
繰　越　額

理　　　由

令和７年度介護保険特別会計繰越明許費 事業別明細
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令和８年６月市議会提出予定条例議案概要 

 

議案

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

５８ 高槻市市税条例中一部改正につ

いて 

  

 令和８年３月３１日付け「地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）」

による地方税法の一部改正等に伴い、次のとおり改正（同日付けの専決処分により改正を

行った事項以外のものに限る。）を行う。 

１ 個人市民税関係 

 (1) 公的年金等の支払を受ける一定の公的年金等受給者について、当該公的年金等受給

者の扶養親族等申告書を提出しなければならないこととする。（第２７条の３関係） 

 (2) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限が租税特

別措置法に規定する期間内とされたため、本条例で定める特例の適用期限（現行：令

和９年度）に係る規定を削除する。（附則第１５条関係） 

 (3) 住宅借入金特別税額控除の適用期限を令和２５年度（現行：令和２０年度）まで延

長する。（附則第１６条の２関係） 

 (4) 譲渡した土地等が地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区

域又は浸水被害防止区域内に存する場合には、優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を適用しないこととする。（附則第 

３５条関係） 

 (5) 所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特定暗号資産の譲

渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と分離して１００分の

３の税率により申告を通じて所得割を課することとする。（附則第３８条の３関係） 

 (6) その他地方税法等の改正に伴い、所要の規定整備を行う。 

２ 固定資産税・都市計画税関係 

 (1) 固定資産税に係る免税点について、次のとおり見直す。（第６５条関係） 

区 分 改 正 後 現  行 

土  地 現行どおり ３００,０００円 

家  屋 ３００,０００円 ２００,０００円 

償却資産 １,８００,０００円 １,５００,０００円 
  

 公布の日から施行する。た

だし、１(1)、(2)及び(3)は

令和９年１月１日から、２

(1)は同年４月１日から、１

(4)は令和１０年１月１日か

ら、１(5)は地方税法等の一

部を改正する法律（令和８年

法律第２号）附則第１条第１

７号に掲げる改正規定の施行

の日から施行する。 
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   (2) 再生可能エネルギー発電設備のうち、一定の太陽光発電設備に係る固定資産税の課

税標準の特例措置について、条例で定めるに当たって参酌すべき特例割合の範囲が改

められたため、改正後の当該範囲を参酌し、当該割合を２分の１（現行：出力 

１,０００kＷ以上のものにあっては４分の３、出力１,０００kＷ未満のものにあって

は３分の２）とする。（附則第１９条の２関係） 

 (3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物

である家屋のうち、政府の補助を受けて一定のバリアフリー改修を行ったものに係る

固定資産税及び都市計画税の減額措置の割合について、条例で定めるに当たっ

て参酌すべき地方税法上の範囲を参酌し、当該割合を３分の１とする。（附則第

１９条の２関係） 
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種　別 事業名等 補正額(千円)

秘書事務 1,621

財産管理事務 1,354

健 康 福 祉 部 障がい者福祉管理 8,423

子ども未来部 保健衛生総務管理 5,808

都 市 創 造 部 富寿栄住宅建替 6,500

国庫支出金 10,365 7,115

3,250

繰入金 13,000

（歳出）

報償費 2,161

資本的収入 6,500

資本的支出 5,959

地域診療情報連携推進費補助金

社会資本整備総合交付金一 般 会 計
歳 入

水 道 事 業
会 計

財政調整基金

判決確定に伴う弁護士報酬

一般会計からの工事負担金

財 産 区
会 計

地下埋設配水管撤去工事

富寿栄住宅地下駐車場解体工事に伴う地下埋設配水管撤去に
係る補償金

一　般　会　計　歳　出

令和８年度６月補正予算主要内容

医療費助成（自立支援医療等）のオンライン資格確認導入に
係る障がい者福祉システムの改修

医療費助成（小児慢性特定疾病等）のオンライン資格確認導
入に係る健康管理システムの改修

主　　要　　内　　容

判決確定に伴う弁護士報酬

判決確定に伴う弁護士報酬
総 合 政 策 部
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